
出典：「管理職の選抜（登用）及び養成に関する研究報告書　昭和60年3月」

（地方自治研究資料センター　財団法人　自治研修協会）

Ⅱ　昇任等の現状と見通し

1．管理職の高齢化傾向

調査の結果によれば，地方公共団体における管理職等への昇任年齢の現状は，次のとかりとな

っている（昭和58年度）。

まず，最も早く昇任している者の年齢（最鹿昇任年齢）は，各団体をならせば，係長級では34

歳前後，課長補佐級では40歳前後，課長級では43歳前後，また，部長級では49歳前後とな

っている。次に，平均の昇任年齢は，各団体をならせば，係長級では39歳前後，課長補佐級で

は46歳前後，課長級では48歳前後，また，部長級では53歳前後となっておれ部・課長級

の年齢上の開きは5－6歳と在っている。

一方，回答者である人事担当者によって「適当と思われる」とされた昇任年齢は，各団体をな

らせば，係長級では34歳前後，課長補佐級では40歳前後，課長級では44歳前後，また，部

長級では51歳前後となっている。

「適当と思われる昇任年齢」は，現在の最短昇任年齢とほぼ一致し，したがって，平均昇任年

齢よりは概ね5～6歳若い年齢となっている（但し，部長枚では「適当と思われる昇任年齢」が

平均昇任年齢に近づいているという傾向が認められる。これは，昭和60年3月31日から地方

公務員において定年制慶が施行されることに伴い，管理磯の退職年齢を現在の勧奨退職年齢よカ

も引き上げることを想定して「適当と思われる昇任年齢」を回答してきた団体を含んでいるため

であると思われる。）このこと軋第1には，現在の各地方公共団体において適当と考えられて

いる昇任年齢軋最短昇任年齢で一応維持されていること，しかし第2に軋最短昇任年齢と平

均昇任年齢との蔀離が大きいことからみると，多くの職員は一般的には最短昇任年齢（したがっ

て「適当と思われる昇任年齢」）よりは，相当遅れて昇任していること，を意味していると言え

よう（図1－1参照）。

このように，地方公共団体の現在の管理職等への昇任年齢軋その団体にとって望ましい年齢

水準よりは概ね遅れる傾向が見受けられ，それゆえ管理職等の年齢軋一般的にはその団体にと

って望ましい水準よりは高齢化していると思われる。さらに，最短昇任年齢自体の水準の上昇も

つとに指摘されているところである0定年制度実施後の管理職の退職管理の扱い如何によって軋

特に職員全体の高齢化が進んでいる団体の場合軋管理職の高齢化は一層進むことも考えられる。

地方公共団体の管理職の昇任年齢が高まっているの軋基本的に軋都道府県又は一部の市に

おいては50代職員層が団塊を形成していること，また，各団体とも昭和40年代の中後半の高

庇成長期に大量に採用した職員が30代半ばから後半の年齢に遷しており，この職員層が係長級

への昇任年齢に達しつつあること等により，課長級及び係長級への昇任段階で停滞がみられるこ

とによるものである。これは，現在の低成長基調の定着化によって各団体とも一般に組級・職の
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課長補佐級臣≡∃課長級

都道府県　　　　　指定都市　　　　　市　　計 全体軒

（琵）図中，（）内は「適当と思われる昇任年齢」の平均値，また，

上の数値は「平均昇任年齢」の平均値である。

図1－1　昇　任　年　飴　の　状　況

縮減，抑制措置をとることに在ったことにも大きな影響を受けている。また，大枠として軋地

方公共団体の職員構成が高齢化高学歴化し，従来の昇任管理体系が現状にそぐわをく在ってき

ていることも無視することはできないであろう（図1－2，図1－3参照）。

このような昇任の遅れ傾向が続く場合は，職員各層の士気の低下と組級活力の停滞を布くこと
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2　地方公扶貴給与実態調査結果（各年4月1日現在）による。

図1－2　地方公共団体における職員の辛酸構成の推移（一般行政職）

も懸念されるが，平均的な昇任の遅れ という傾向は別にして図1－1をみる限り，現在のところ，

各団体とも課長級ま での職へは相当幅広い年齢層から昇任させている。 このことは，地方公共団

体においても単純に年功序列的昇任が行われてムるものでも，

ものでもなく，

十律に昇任を遅らせている

各我への昇任有資格者層の幅を拡げることによって， 若手聡貝と中高年職員双方や

士気を維持するとともに，組織に必要な管理職の確保を図っていることを表わしているとも考え

られる。

なお，管理職の高齢化という現象は，地方公共団体に限らず民間企業においても見受けられる
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2．地方公務員給与実態調査結果（各年4月1日現在）による。

図1－る　地方公共団体における職鼻の高学歴化の推移（一般行政職）



傾向である。例えば，㈲日本人事行政研究所が昭和59年3月に発表した「将来のあるべき人

事管理を考えるための基礎調査」報告書（東京証券取引所上場企業248社（従業員5，000人以

上28．6扉，5．000人未満3，000人以上18・5軋3β00人未満1，000人以上35・9軋1，000人未

満16．9痴）からの回答）によれば，従業員の高齢化に対応して今後吼「全般的に昇進ベースを

落とす」とする企業（回答率43節）での普通成績者の課長への初任年齢吼10年前は平均35

歳であったが，現在は39歳と4歳の遅れが生じてあわ，さらに10年後は42歳に浸ると予想

されている。また，「優秀者のみ従前の昇進ペースを維持したい」とする企業（回答率42多）

での普通成績者の課長への初任年齢は，10年前は平均36歳であったが，現在は40歳とやは

り4∴歳の遅れが生じており，さらに10年後は42歳に浸ると予想されている（をか，「優秀者

のみ従前の昇進ペースを維持したい」とする企業での成績優秀者の課長への現在の初任年齢吼

平均38歳と怒っており，10年前の普通成緻者の昇進ペースよりは遅れが生じている。）。

このように，民間企業においても管理職の高齢化は一般的な傾向となっている。（症千路）
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